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一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備事務移管計画（案） 

 
１ 事務の移管に向けての基本的事項について 

  １）一部事務組合へ事務を移管する市町 

     彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町（以下「１市４町」という。） 
        ※愛荘町については新たな一部事務組合への加入。 

 

  ２）移管事務を受け入れる一部事務組合 

     彦根犬上広域行政組合（以下「組合」という。） 
 
  ３）移管事務 

     一般廃棄物（ごみ）処理施設の建設ならびに建設後の当該施設の管理運営にかかる事務。 
 
  ４）事務移管年月日 

     平成２２年３月１日（月） 
        ※参照「事務移管スケジュール概要図」 

 

 

２ １市４町議会への提案と調整につて 

  １）規約改正（組合加入）議案の提案時期 

    平成２１年１２月定例会において、彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町は組合規約の改正議 

   案を、愛荘町は新組合への加入議案を、それぞれ理事者提案する。 

 

  ２）組合議員選挙 

    新組合議員の（追加）選出は、彦根市、愛荘町とも組合規約施行日（平成２２年３月１日） 

   以降となる平成２２年３月定例会の日程とすることで議会と調整する。 

 

 

３ 協議会・幹事会の役割について 

  １）促進協議会 

    湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会（以下「協議会」という。）は今回の組合へ 
   の事務移管に関する諸事項の決定機関とする。 
 
  ２）幹事会 

    湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会幹事会（以下「幹事会」という。）は協議 
   会の指示により事務移管に関する実務的な準備作業等を行う。 
    幹事（会）は、１市４町および組合の関係部署担当者と連絡・調整を行うとともに、その 
   結果について促進協議会に適時報告する。 
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  ３）１市４町および組合の関係部署担当者 

    １市４町および組合の関係部署担当者は、新組合の組織、機構、予算等の詳細について幹 
   事（会）と連絡・調整を行うとともに、当該自治体の条例・規則等の整備を行う。また、協 
   議会および幹事会からの求めに応じ会議に出席する。 
 

 

４ 実務の進め方について 

  １）規約変更の議案とその議決について 

   ①彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町は組合規約変更の議案として、議案書に規約案等を添付 

    し理事者提案する。 

   ②愛荘町については、新組合への加入を議案として、議案書に規約案等を添付し理事者提案 

    する。 

 

  ２）協議（書）について 

   ①１市４町の議会終了後、促進協議会で協議書の調印を進める。 

 

  ３）申請および許可について 

   ①今回の申請は、組合規約の変更として、組合管理者が、申請書に協議書写、変更理由書、 

    組合新規約、各市町議決書写、各市町会議録写等を添付し許可の申請をする。 

   ②許可申請は、遅くとも平成２２年１月上旬に県へ申請する。  

 

  ４）新組合予算について 

   ①平成２２年度当初組合予算については、平成２２年２月組合定例議会で審議されることと 

    なるが、この時点では愛荘町が未加入のため、新組合への移行に伴う必要最小限の必要経 

    費（人件費・事務費等）についての予算案とする。 

   ②議決された平成２２年度組合当初予算については、暫定的に、愛荘町を除く１市３町で負 

    担することとし、１市３町の３月定例議会で負担金の予算提案を行う。 

   ③平成２２年３月１日の新組合規約の施行により愛荘町が新組合に加わるものの、実質的な 

    体制が整うのは４月１日以降であり、新組合の平成２１年度３月については年度当初予  

    算内で執行できる見込みのため、基本的には改めて補正予算として愛荘町に負担金は求め 

    ない。 

   ④新組合への移行に伴う、主となる事業費等の当初予算、ならびに補正予算（人件費・事務 

    費の負担金再配分）は、１市４町の議員が揃う４月１日以降開催される新組合臨時議会に 

    提案する。 

   ⑤臨時議会で議決された補正後の負担金について、１市４町の平成２２年６月定例議会で補 

    正予算の提案を行う。   
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  ５）新組合組織・人事について 

   ①新組合の組織については、新規約許可後施行日前である２月組合定例議会で必要な条例 

    を整備する。その後速やかに関係組合規則等の改正を行う。 

   ②構成市町の派遣職員数の緩和や、今後の組合運営の事務の継続性を考慮し、新組合に必要 

    な職員の若干名については、今年度中に組合職員の新規採用試験等を実施し確保する。 

   ③今回の事務移管に伴い、新組合に必要な職員は、新規約施行日（３月１日）の一箇月後の 

    平成２２年４月１日付で、１市４町が職員を派遣する。 

   

  ６）新組合臨時議会について 

   ①新組合臨時議会は、新規約の施行日（平成２２年３月１日）から１ヵ月後の４月１日以降    

    の早期に招集とすることで調整する。 

   ②新組合臨時議会では、新組合の条例改正議案、補正予算案等を提案する。 

  

 

５ 協議会の解散とそれに替わる組織等について 

  １）協議会の所掌事務と解散時期 

    新組合成立後（組合新規約施行日以降）は、協議会の所掌事務のすべては新組合へ移管さ 

   れる。協議会が契約中の業務等が終了し、支出が見込まれなくなった時点で、速やかに協議 

   会の解散手続きを行う。 

 

  ２）協議会の所持金の取り扱いについて 

    協議会の所持金は、解散時に清算し、協議会構成市町へ返還する。 

 

  ３）公開の場の継続について 

    新組合においても、現在の協議会の公開開催の趣旨に準じた公開の場（会議）について、 

   設置する方向で進める。 
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組合規約改正および議会関係図  
          

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（４月１日） 

（３月１日） 

新規約発効 

 

３月定例議会 

 

１２月定例議会 
組合規約改正議案 

（彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町） 

協   議 

組合議員選出 

（彦根市、愛荘町） 

許 可 の 申 請 

関係市町条例改正 

許可

 
組合臨時議会 

施

行

日

の

先

付

け

規約案・議案・協議案の準備

２月定例組合議会 

新規約施行日 

職員定数条例等改正 人件費・事務費当初予算

職員の異動 

当初予算（組合負担金） 

（彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町） 

組合条例改正 事業費等当初予算 

補正予算（負担金） 

組合加入議案
（愛荘町）



 

 

  

8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月～

申請

許可

組合名

組合

１市３町

愛荘町

　　　　　　　　　　　　事　務　移　管　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル　概　要　図

基本
事項

月

各議会

組合議員（定数　１３名）

＜新年度予算として（人件費・事務費）１市３町＞

８月定例会

許可

＜当初予算（事業費）１市４町＞

（負担金補正予算）（規約変更）

（新）組合名称

定例会 定例会

彦根犬上広域行政組合

３月１日

新規約施行日

臨時会

（組合議員選挙（彦根市））
（条例改正等）
（当初予算）

協議

申請

定例会

２月定例会

定例会

（組合加入）

定例会
（組合議員選挙）
（条例改正等）

定例会

（負担金補正予算）

定例会

定例会

＜補正予算１市４町＞

　　　　　　　　　　組合議員（定数　１９名（案））

 


